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１　新潟市議会議員北区選挙区補欠選挙事務日程

月 日 曜日 逆日数 事務内容 会議等

9 10 月 48 市議会議長から北区選挙区選出市議の辞職により，欠員が１生じたとの
通知を受領（定数５のため，欠員１で補欠選挙を執行）

11 火 47 ＜市委員会議案＞
市議北区選挙区補欠選挙の選挙期日等，ポスター掲示場区画数，選挙公
報の掲載順序を定めるくじを行う場所・日時，選挙長等の選任等，選挙
会の場所等及び開票事務を合同で行うこと
【市選管告示】補欠選挙を行うべき事由の発生した旨

市委員会

＜北区委員会議案＞
登録移替えの延期，縦覧場所，ポスター掲示場設置場所，不在者投票事
務を取り扱う場所，期日前投票所の設置，投票所の設置，氏名等の掲示
順序を定めるくじ

北区委員会

12 水 46 自己の後援団体への寄附禁止，後援団体の設立目的により行う行事・事
業に関する寄附等禁止，公職の候補者等の政治活動用ポスターの掲示禁
止

10 2 火 26 登録移替え停止日（10月1日までの市内転居を移替え）
投票用紙の受領3 水 25 立候補予定者説明会 北区役所

ポスター掲示場設置（10月6日まで）

7 日 21 選挙啓発（北区だより掲載）

9 火 19 事前審査（10月10日まで） 北区役所

10 水 18 投票所入場券発送

13 土 15 【市長選】選挙人名簿登録基準日及び登録日

14 日 14 【市長選】選挙期日の告示日

18 木 10 【選挙人名簿登録基準日及び登録日】
＜北区委員会議案＞
選挙時登録･抹消，投票管理者･代理者の選任，期日前投票管理者･代理者
の選任，投票立会人の選任，期日前投票立会人の選任，投開票事務従事
者の委嘱，開票の場所・日時，選挙立会人を定めるくじを行う場所・日
時
＜市委員会議案＞
直接請求に必要な選挙権を有する者の数
・北区選管と所轄警察署との打合せ

北区委員会

市委員会

19 金 9 【選挙期日の告示日】
＜北区＞
・立候補受付（北区役所）選挙長8:30～17:00
　※選挙すべき数１，立候補者１のため無投票
＜選挙長告示＞
・投票を行わないこと

北区役所

20 土 8 ポスター掲示場の取外し（10月23日まで）

25 木 3 選挙立会人が３人に満たない場合の補充選任（選挙長：北区選管）

28 日 0 【市長選】選挙日（投票，開票）

29 月 -1 ＜北区＞
・選挙会（無投票）選挙長13:00
＜市選管＞
当選人決定報告（選挙長：北区選管）
当選証書付与（市委員長が付与）

北区役所

市委員会

市役所

11 12 月 -15 選挙運動費用収支報告書提出期限（1回目）

13 火 -16 供託書の還付についての通知
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２ 総 括 

(1) 選挙期日に関する調 

選 挙 名 告 示 日 投 票 日 開票日（選挙会）

新潟市議会議員 

北区選挙区補欠選挙 
平成 30 年 10月 19 日 平成 30 年 10月 28 日 平成 30 年 10 月 28 日 

 注 無投票のため投票及び開票は行わず，選挙会は平成 30 年 10 月 29 日に行った。 

(2) 選挙人名簿登録資格等に関する調 

項   目 事            項 

登 録 の 種 類 選挙時登録（北区に限る。） 

告 示 日 平成 30 年 10月 19 日（金） 

選 挙 期 日 平成 30 年 10月 28 日（日） 

基 準 日 平成 30 年 10月 18 日（木） 

登 録 日 平成 30 年 10月 18 日（木） 

年 齢 要 件
選挙期日（平成 30年 10 月 28日）に満 18 歳に達していること（平成

12 年 10 月 29日までに生まれた人）。 

住 所 要 件

基準日（平成 30年 10 月 18 日）までに引き続き 3か月以上住民基本

台帳に記載されている人（平成 30 年 7 月 18 日までの転入届出後引き続

き住所を有する人） 

補 正 登 録

定時登録・選挙時登録の際，選挙人名簿に登録される資格を有し，か

つ，引き続きその資格を有する者が登録されていないことを知ったとき

には，直ちに補正登録をする。 

名 簿 へ の 表 示
犯罪等により失権した人，当市の区域内に住所を有しなくなった人を

それぞれ表示する。 

登

録

の

抹

消

死 亡 等 死亡又は日本国籍を失った人 

転 出 者
当市の区域内から住所を有しなくなった後４か月を経過した人（平成

30 年 6 月 17 日以前に当市の区域内に住所を有しなくなった人） 

誤 載 選挙人名簿登録の際に登録されるべきでなかった人 

登 録 の 移 替 え
新潟市長選挙の執行（平成 30年 10 月 28 日）に伴い、10月 2日から

同月 28 日までの間は、登録の移し替えを行わない期間となっている。

転出者の選挙権 投票しようとする日の前日までに市外へ転出した人は投票できない。

注 期日前投票について 

 選挙の当日，都合により投票所に行けないと見込まれる人は，告示日の翌日（10 月 20

日）から選挙の期日の前日（10 月 27 日）までの間，北区の期日前投票所で投票するこ

とができる。 
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(3)  選挙区及び定数並びに欠員に関する調 

市議選挙区 市議定数 欠員数 

北区 ５  １  

 (4)  投票所及び投票区域に関する調 

   平成30年10月28日執行 新潟市長選挙の北区と同じ 

 (5)  開票区，開票所及び開票区域に関する調 

   平成30年10月28日執行 新潟市長選挙の北区と同じ 
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３ 候補者及び当選人

届
出
番
号

届 出

年月日

届
出
の
別

ふりがな

候補者氏名
性
別本籍 住  所

生年月日

（満歳）
党派 職 業

新
現
元
別

当
落
の
別

1 平成 30 年

10月 19日
本
人風間

か ざ ま

 ルミ子
こ

女新潟県

新潟県新潟市北

区嘉山 1 丁目 2

番 20 号 

昭和 24 年

10月 25日

（68 歳）

日本共

産党
農業 元当

備考１ 本籍は，都道府県名のみを表示した。

  ２ 満歳は，選挙期日現在における満年齢である。

４ 投 票

   無投票のため集計なし 

５ 開 票

   無投票のため集計なし 

６ 選挙運動

   無投票のため集計なし 
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